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パネリスト報告 3

プラットフォームと憲法上の論点

京都大学大学院法学研究科　教授
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曽我部　真裕

　表現の自由は、憲法 21条において保障されています。その前提としてご確認いただきたい
のは、スライド 3の下半分に書いたことです。すなわち、憲法はそもそも国家を縛るもので、
個人や企業を縛るものではありません。したがって、企業が表現の自由を制限しても、憲法と
は関係ないというのが基本的な考え方です。言い換えると、憲法は国家と個人（企業）の関係
を規律するもので、二面関係を想定するのが古典的な理解です。
　これを表現の自由の話に置き換えると、表現の自由は国家の介入を禁止します。すなわち、
国家は情報空間を放置していればよいのです。国家が情報空間を放置していれば表現の自由に
関する憲法上の要件は満たされる、というのが伝統的な理解です。ソーシャルメディアの台頭
によって問われているのは、こうした伝統的理解を再考する余地があるのかないのかというこ
とです。
　先ほど二面関係だと申しましたが、現在ではむしろ三面関係、あるいはもっと多面関係をイ
メージすべきではないでしょうか（スライド 4）。今日、多くの表現活動は、民間企業であるソー
シャルメディアのプラットフォーム上で行われています。したがって、国家・個人という二面
関係ではなく、国家・プラットフォーム・個人という三面関係を想定しなければならないので
はないでしょうか。この三面関係を前提として、国家によるソーシャルメディアの規制と、ソー
シャルメディアによるユーザーの規制を区別して議論すべきだという話になるかと思います。
　ソーシャルメディアの国家による規制の大原則は、インターネット黎明期によく言われた「オ
フラインで違法なものは、オンラインでも違法である」というものです（スライド 5）。ただ、
伝統的な規制手段では、なかなか追い付きません。例えば、名誉毀損は違法で、民刑事上の責
任が発生しますので、民事訴訟で民事責任を問うたり、場合によっては、刑事事件として処罰
したりすることができます。しかし、ソーシャルメディア上の名誉毀損的表現はあまりにも数
が多すぎ、裁判をしたのでは追い付きません。また、匿名性もあり、法的責任を問うことが困
難です。違法ではあるが、実際に責任をとることができない場合が余りにも多くなっています。
そうすると、国家がソーシャルメディアを規制して、ソーシャルメディア側でユーザーを規律
して、違法表現の削除などをするよう期待する方向に向かっていきます。法的に削除義務を課
すことが他国ではなされていますが、日本では自主規制の役割が大きいのが実状です。いずれ
にせよ、国家がソーシャルメディアにユーザーの振る舞いをコントロールすることを期待する
という話です。
　そうすると、他方で、ソーシャルメディアが、自分たちが運営するプラットフォーム上の情
報空間を過剰規制してしまう局面もあることが時折問題となります。これはソーシャルメディ
アによる検閲ではないかと、強い言葉で批判されることもあります。スライド 6の左の写真は、
ベトナム戦争のときに撮影された「戦争の恐怖」と題するもので、ピューリッツアー賞を取っ
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た有名なものです。これが Facebook上で 2016年に削除され、問題になったことがあります。
この類いの話は、時々問題になります。
　では、Facebookは憲法違反なのかというと、Facebookは民間企業ですので前述のように憲
法が適用されません。また、Facebookにも、憲法上の表現の自由があります。他方、本日も
話題になっていますが、フェイクニュース等を放置することに弊害があることも確かです。そ
の中で、国家はどう関わるべきか問われています。
　最近、アメリカの新聞が民主党の大統領候補バイデン氏の息子に関する疑惑報道を掲載した
ところ、それをソーシャルメディアが拡散制限しました。これもソーシャルメディアによる過
剰規制ではないかと問題になっています。
　このような問題は、憲法上の表現の自由の観点から、どのように語ることができるのでしょ
うか（スライド 7）。これは専門家向けの話になってしまうかもしれませんが、表現の自由には、
国家の介入を排除するという個々の表現主体の権利だけでなく、「表現空間」に多様な情報が
流通することを国家が確保する義務も含まれるということを申し上げたい。これは、冒頭で触
れたことと関わります。表現の自由は国家の介入を禁止するものであって、国家は情報空間を
放置しておけばよいというのが伝統的な理解でした。そうではなく、もう少し情報空間の在り
方に国家は関心を持つべきではないでしょうか。表現空間に多様な情報が流通することを国家
が確保する義務も含まれるのであれば、国家が表現の自由の名の下に一定の対処を行うことが
可能になるのではないか。例えば、表現の多様性を縮減するソーシャルメディアによる過度の
「検閲」への対処です。また、フィルターバブル（自分の興味関心に合う情報のみに囲まれた状況）
を過度に促進する行為や、ボット（ 1）等を使った過度の世論操作的な動きなども、国家の関心
事となってしかるべきではないでしょうか。
　他方で、具体的にどういった介入方法があるかというと、なかなか難しく、ある介入行為は
両刃の剣的な性格があって逆効果になる場合もありますので、具体的な介入方法については慎
重な考慮が求められます。端的にフェイクニュースを積極的に規制すればよいという話にはな
かなかなりません。ソーシャルメディアを規制するだけの話ではないのです。
　表現の自由とトレードオフにならないアプローチもあります。スライド 8は、国際大学グロー
バル・コミュニケーション・センター（GLOCOM）から先日発表された「日本におけるフェ
イクニュースの実態と対処策」という優れた報告書の結論部分からお借りしてきたもので、多
様な対策が考えられます。この他にも伝統メディア、マスメディアの立て直し、公共放送の役
割などもあります。公共放送というと NHKですが、受信料が高い、受信料をなぜ払わなけれ
ばならないのか、民業圧迫だなどとして、公共放送を小さくするような主張が非常によく聞か
れますが、本当にそれでよいのかも考えていく必要があると思います。
　それから、平先生もお書きになっておられますが、Googleが伝統的なジャーナリズムを立
て直すため 1,000億円支援をするというニュースもあります（ 2）。端的に国家がソーシャルメ
ディアを規制するだけでは、問題の解決につながりません。多様なアプローチを考えていかな
ければならないということです。

（ 1 ） インターネット上で自動化された処理を実行するソフトウェア。ソーシャルメディアへの投稿を自動で行うものがある。
（ 2 ） 平和博「Googleが 1,000億円をメディアに払う見返りは何か ?」『新聞紙学的』2020.10.4. <https://kaztaira.wordpress.

com/2020/10/04/why_google_pay_one_billion_dollar_to_publishers/>




